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令和７年度事業計画  

 

第１  概況 

昨今の世界経済は、米国の第２次トランプ政権の政策や中東情勢等の情勢に

よっては、現状の先行きは不確実性が高い状況が続いている。 

そうした中で日本経済は、物価高や海外経済の停滞により国民生活を圧迫し、

景気回復の改善を妨げている。 

今後の内需主導の成長経路により、未来に向けて金融政策や財政政策による

持続的・安定的な政府の経済政策の効果によって、経済成長に繋がっていくこ

とを期待している。 

こうした状況の中で、「国民生活と経済のライフライン」としての重要な役割

を担うトラック運送業界は、「物流改革元年」とした「物流の２０２４年問題」

に引き続き、さらに、「物流の２０３０年問題」への適切な対応を期するため、

更なるトラック運送業界の健全化に向け、改正物流法等への対応や事業許可の

更新制等、全力で取り組んでいくこととしている。 

特に、物流を維持していくために、「標準的な運賃・標準運送約款」の活用等

への周知を徹底するとともに、優秀な人材を確保するための諸施策を推進して

いくこととする。 

 

 また、近年相次ぐ大規模自然災害に備えた緊急物資輸送体制の確立を構築し、

必要な体制整備を推進していくこととする。 

 

さらには、新技術を活用した物流ＤＸや次世代新技術への対応など、物流の

更なる効率化に向けて鋭意取り組むとともに、環境・ＧＸ対策及びＳＤＧｓを

推進することとしている。また、健康経営優良法人認定制度の推進、運輸安全

マネジメントへの的確な対応、運輸事業振興助成交付金制度の更なる有効活用

を図り、会員事業者の経営基盤の確立や社会的地位の向上に努めるとともに、

全日本トラック協会及び関東トラック協会等関係団体との一層緊密な連携の

もと地域と共生し生活と環境を守るため､次に掲げる施策を積極的に展開する。 

 

 

第２  事業計画 

１．経営基盤の確立 

（１）物流革新に向けた改正物流法等への適切な対応を図る。 

    ①時間外労働の上限規制９６０時間及び改正改善基準告示の

遵守に係る対応。 
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②商慣行の見直や荷待ち・荷役時間の削減等物流効率化に向け

た対応。 

③外重下請構造の是正。 

④荷主との連携による物流の効率化に向けた取組の実施。 

（２）「標準的な運賃・標準運送約款」の活用等による適正なコスト収

受等転嫁対策を推進する。 

（３）トラック・物流Ｇメン調査員の連携による荷主対策の深度化を

推進する。 

（４）燃料高騰対策等を推進する。 

   ①燃料サーチャージ導入の促進。 

②激変緩和措置等による燃料高騰対策を要望。 

（５）「やまなし物流基盤強化事業費補助金」（予算額３７８百万円） 

活用を支援する。あわせて、事業継続力強化計画の策定を促進 

する。 

（６）運輸安全マネジメントに対する的確な対応を柱に、輸送の安全

確保等、事故防止対策を強力に推進し、コンプライアンスの確立

を図るとともに、安全性優良事業所認定取得（Ｇマーク）の促進を

積極的に推進する。 

（７）燃料高騰対策の一環ともなる、エコドライブの推進に向けたＥ

ＭＳ機器等の導入及びアイドリングストップ支援装置の普及促進

助成事業等の支援対策を積極的に推進する。 

（８）事業経営の負担を軽減するため、全日本トラック協会をはじめ

とする上部団体と連携し、自動車関係諸税の簡素化・軽減、税制特

例措置の拡充に務める。 

（９）協会組織の基盤強化を図るため新規加入会員の確保に努める。 

 

２．交通事故防止・労働災害防止の推進 

    交通・労災事故防止については、国土交通省が策定した『運輸安全

マネジメント』及び『事業用自動車総合安全プラン２０２５』に基づ

き、交通事故防止の推進を図る。 

  全日本トラック協会と連携して、事故分析に基づくより実効性の

ある各種セミナーを通じた事故防止対策を促進する。  

  また、車輪脱落事故が増加傾向にあることから、国土交通省通達

に基づく「車輪脱落事故防止キャンペーン」などを通じ、車輪脱落事
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故防止対策の徹底を図る。 

 さらに、交通・労災事故防止対策委員会を中心に、陸災防山梨県支

部との連携を図りながら、各種事故防止運動に通じた啓発、講習会等

における事故防止対策を周知徹底し、自動車事故対策機構が実施して

いる運転適性診断を有効活用した事故防止対策に努め、本年度も引き

続き労災保険収支改善運動を強力に推進する。  

（１）飲酒運転根絶・危険運転根絶に向けた取り組みを強化するなかで、

重大事故の誘因を排除するとともに、適正な労務管理及び運行管

理の徹底等輸送の安全確保に向けた諸対策を推進する。 

（２）ドライブレコーダーやバックアイカメラ等の安全対策機器導入

補助支援対策を促進するとともに、追突事故防止マニュアル並び

にドライブレコーダー映像集を活用した事故防止対策を推進する。 

（３）運行管理の高度化へ対応。 

   運行管理に活用可能な情報通信技術（ＩＣＴ）の進展に合わせ、

運行管理における安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解

消等に資するＩＣＴ技術の活用を図る。 

   ＩＣＴを活用した遠隔点呼、自動点呼の普及促進により、運行

管理の高度化・効率化に取り組む。 

（４）「交通事故防止セミナー」を開催し、更なる安全意識の高揚と事

故防止の徹底を図るとともに、無事故・無違反をグループで競う

山梨県主唱の『セーフティードライブチャレンジ１２３作戦』へ

の積極的な参加促進を図る。 

（５）春・秋の「全国交通安全運動」をはじめとした各種交通安全キャ

ンペーンに積極的に参加する。 

 

３．環境対策の推進 

    環境保全対策委員会を中心に、地球温暖化防止対策を推進し、さら

なる環境対策の推進を図るため、環境基本計画「環境ビジョン２０３

０」を踏まえ次世代自動車の導入支援、輸送の効率化の推進、アイド

リングストップの徹底等脱炭素化に向けた環境啓発活動を推進する

とともにＧＸ対策及びＳＤＧs達成に向けた取組みを推進し、様々な

観点から関係行政機関、団体と連絡を密にした積極的な取り組みを

行う。 

（１）エコドライブ管理システム（ＥＭＳ）の導入促進並びに補助等の
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支援対策を積極的に推進する。 

（２）ハイブリッド自動車などの環境対応車両の導入促進を図るため、

補助等の支援対策を積極的に推進する。 

（３）「環境ビジョン２０３０」に基づく、省エネに係る諸施策の促進

等、関係機関と連携し積極的に事業を推進する。  

（４）環境保全への意識高揚を図るため、環境問題全般に係る情報の

収集並びに情報提供等を含めた啓発活動を行う。  

 

４．適正化事業の充実強化 

トラック産業に係る安全対策、市場構造の健全化対策に基づく巡回指導は、

新規事業者、総合評価Ｄ・Ｅ評価事業者の重点化など指導の必要性が高い事

業者を念頭に優先度に応じた指導内容及び頻度で行い、行政とのなお一層の

連携強化に努める。 

また、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の役割がさらに重要性を増

すなかで、地方適正化実施機関の一層の中立性及び透明性を図りながら、地

方適正化実施機関評議委員会の提言を取りまとめ、２３年目となる安全性評

価事業（Ｇマーク）の認定取得の促進を図り、適正化事業指導業務の公正・

着実な実施及び指導員の更なる資質向上に努める。 

さらに、安全性評価事業（Ｇマーク）制度の認知度アップを図るための広

報・啓発活動を展開し、巡回指導を通じて、改正流通業務総合効率化法及び

改正貨物自動車運送事業法の周知を図るとともにＧメン調査業務の積極的

な推進図る。 

（１）適正化事業実施機関として組織体制の更なる充実強化と、行政

機関と連絡協調を図りながら、公平な競争条件を確保するため事

後チェック体制の強化を図り、厳正かつ効果 的な巡回指導を実

施する。また事業の健全経営並びに輸送秩序の確立に資するため

適正化指導員の資質向上を図り、重大事故を誘発する過労運転の

防止、飲酒運転の根絶、過積載運行の防止等について指導を徹底

するとともに、安全性優良事業所（Ｇマーク）の認定取得に向けた

諸対策を積極的に推進する。 

（２）事業所巡回指導においては、運輸安全マネジメントへの的確な

対応をはじめ社会保険等未加入事業者に対する適正加入に向けた

指導を徹底する。 

また、巡回指導が国の事後チェック体制の補完的役割を担うこと
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の理解を浸潤させるとともに、事業者ニーズを踏まえた情報の提供、

相談等のサポート的な指導を含め適切かつ効果的な指導を実施す

る。 

（３）法令を遵守しない悪質事業者への早期監査を支援するため、巡

回指導結果について、運輸支局等に適正化情報処理システムを通

じた迅速な情報提供を行う。 

（４）新規許可事業者に対する特別巡回指導においては、コンプライ

アンスの確立を軸に指導を行うとともに、運輸行政と連携を図り

ながら、新規許可事業者を対象とした指導講習会を活用し、協会

未加入事業者への対応に努める。 

（５）国土交通省が定めている「初任運転者に対する特別な指導」につ

いて、法定義務１５時間のうち１２時間分の座学講座を開催する。 

  （初任運転者特別教育のｅラーニング：オンライン講座）  

（６）会員からの要望に基づき定期的に研修会を開催する。 

（３ヶ月毎） 

 

５．輸送秩序確立対策の推進 

    適正化事業推進委員会を中心に、適正化事業実施機関と緊密に連

携して、適正取引の推進をはじめ、飲酒運転・あおり運転の根絶、過積

載運行・過労運転防止及び交通労働災害防止を最重点項目として、輸

送秩序確立に向けて積極的な対応を図る。 

 

６．労働環境の整備と人材育成事業の推進  

労働問題等対策委員会を中心に、働き方改革関連法及び労働関係

法令を遵守するなかで、労働環境の整備・改善を推進するとともに、

ドライバーの高齢化並びに長時間労働による脳・心臓疾患の患者数

が高止まりしていることを踏まえ、定期健康診断助成制度等を活用

し受診率の向上を図りながら、健康状態に起因する事故の未然防止

に努め、輸送の安全性を確保する。 

（１）昨年度に引き続き改正改善基準告示の遵守に向け、セミナー等

を通じ、関係法令や告示について、遺漏なき対応を図る。 

（２）長時間労働の是正及び取引環境の改善等の施行に向け新物効法

への適切な対応を図る。 

   国土交通省及び厚生労働省との連携を図り、「トラック輸送に
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おける取引環境・労働時間改善山梨県地方協議会」が１１年目と

なる。 

行政・荷主企業・運送事業者等が、トラックドライバーの長時間

労働の抑制と生産性向上を目的に本年度も、「長時間労働改善ガイ

ドライン」の周知及び山梨県地方協議会としての独自取り組みの

検討を通じ引き続き労働条件の改善に努めるとともにホワイト物

流推進運動に取り組む。 

（３）多様な施策による若年層の採用及び外国人特定技能制度等を含

めた労働力確保の推進を図る。 

労働力確保に係る対外的な広報活動並びに積極的なＰＲ方策 

を展開する。 

人材確保に向けた職場環境改善を促進するため、「運転者職場  

環境良好度認証（働きやすい職場認証）」取得の支援を行う。 

（４）多様なニーズに対応できる企業に必要な人材を育成するため、

中小企業大学校の講座受講の促進を図るとともに、人材育成事業

並びに人的資源の開発については、運行管理者国家資格の取得等

を目指す従業員に対し、幅広く知識を身につけてもらえるよう運

行管理者試験対策講座を開講し、より豊富な知識と質の高い運行

管理者の確保、更には事故を未然に防止する運行管理体制を確立

することができる人材の育成を推進する。 

（５）定期健康診断及びＳＡＳ（睡眠時無呼吸症候群）スクリーニング

検査、脳ＭＲＩ検査の受診費用の一部助成により、健康に起因す

る事故防止対策を推進する。 

（６）人手不足を解消するため、運転免許の取得等に係る費用を助成

するとともに、若年人材の確保及びプロドライバー養成に努める。 

（７）業界の事業基盤確立のために、後継者育成を目的とした青年部

会の活動に対して積極的に支援する。 

     青年部会における人材確保・業界ＰＲ事業の取組みの支援を行う。 

（８）業界の事業基盤確立のために、女性の活躍を推進することを目

的とした女性部会の活動に対して積極的に支援する。  

（９）高速道路のＳＡ、ＰＡにおける慢性的なトラックの駐車スペー

ス不足に対して高速道路沿いの遊休地を活用した「トラック専用

スペース」の新たな確保に向けての実現について、要望活動など

の対応を図る。 
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７．運輸事業振興助成交付金の適正かつ有効な執行  

交付金の執行については、交付金運営委員会が中心となり、交通事

故防止対策、労働対策、環境対策、適正化事業の推進を重点とした交

付金の趣旨に則した適正かつ有効な事業を執行する。  

なお、主な助成事業としては以下の通りとする。  

（１）健康診断の助成については、適切な健康診断等を受診させると

ともに、病気等に起因する事故を未然に防止する観点から、本年

度も継続的に助成金制度を活用し、更なる受診率の向上を図り輸

送の安全を確保する。 

（２）ドライバー確保対策として、大型運転免許等取得に係る費用の

助成を図るとともに労働力確保に係る対外的な広報活動並びに積

極的なＰＲ方策を展開する。 

（３）デジタルタコグラフ、ドライブレコーダー等の導入促進に係る

補助等の支援対策をはじめ、自動車事故対策機構が実施する運転

者適性診断の受診手数料の助成並びにＳＡＳ（睡眠時無呼吸症候

群）のスクリーニング検査・脳ＭＲＩ費用の助成等、交通事故防止

に資する安全対策を積極的かつ効果的に推進する。 

（４）環境対応車導入費用等の一部助成事業を継続して実施するなど

特に環境支援対策を積極的に推進する。 

（５）近代化基金融資制度の利子補給事業を有効的に推進する。 

 

８．中小企業対策の推進 

（１）改正標準貨物自動車運送約款、契約の書面化及び下請・荷主適正

取引推進ガイドラインの普及・定着を推進する。  

（２）中小企業に向けた諸施策への対応を図るとともに、経営基盤の

強化を図る観点から、輸送原価の把握は必要不可欠である。この

ため、コスト管理を徹底しながら、事業の健全経営を促進する。 

（３）物流及び経営問題全般についての研修会等を効果的に開催する。 

（４）近代化基金融資、利子補給事業の推進を図り、会員の設備投資を

強力に支援するとともに事業規模の適正化を推進する。  

（５）職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」し、求職

者の運転者への就職を促進することを目的とした「運転者職場環

境良好度認証制度」の取得促進を図る。 
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（６）山梨県中小企業団体中央会と連携を密に金融制度利用時に対す

る指導や、情報提供等を効果的に行い会員事業者の利便を図る。  

 

９．各種委員会及び部会の活性化 

    交付金運営委員会、総務委員会、労働問題等対策委員会、環境保全

対策委員会、適正化事業推進委員会、事故防止対策委員会、事業推進

委員会において、諸問題の解決に向けた対応を検討するとともに、青

年部会、女性部会、路線部会、青果輸送部会、危険物車両部会、重量

部会、霊柩部会、海上コンテナ部会でそれぞれに則した活発な活動を

行い、専門部会ならではの時代に即した業務を推進する。 

更に、新規許可事業者並びに未加入事業者のうち、良質な事業者に 

対する協会への加入促進を図りながら、会員総参加の協会運営により

協会活動・部会活動の活性化を推進する。 

 

10．地震等災害対策の推進 

（１）山梨県及び甲府市並びに日本赤十字山梨県支部と締結した「災

害時の物資等の緊急輸送に関する協定」に基づき災害等緊急時に

おける輸送車両の迅速にして円滑な出動体制を確立するため、必

要に応じ「救援物資緊急輸送実施基準要綱」の整備充実を図る。  

（２）県をはじめ市町村が主催実施する総合防災訓練に積極的に参加

し、緊急救援物資の輸送訓練を実施する。 

（３）全日本トラック協会が策定した「防災業務計画」に基づき必要な

体制整備を推進するとともに、これまでの大規模災害対応等を踏

まえつつ関係団体との連携を密に緊急物資輸送体制の確立を図る。 

（４）自然災害への対応にあたっては、「運輸防災マネジメント指針」

について、官民一体で取り組む普及・啓発活動を推進する。  

（５）高原性鳥インフルエンザ、豚熱等の発症が確認された地域にお

いて、行政からの防疫資機材等の輸送依頼への適切な対応が行わ

れるよう体制を整備する。 

（６）会員事業者の協力のもと、合計３２カ所の小規模備蓄倉庫を設

置しており、災害備品の補充・整備を行い、会員並びに地域住民が

災害時に活用できるような体制整備を推進する。  

（Ｈ・Ｐに設置場所を掲載）  
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11．広報活動の推進 

    トラック輸送が果たしている社会的役割と重要性の理解促進、並

びに業界イメージ向上を図るため、積極的な情報発信に努め、業界内

の意識の高揚を図り、荷主並びに広く一般社会に対するＰＲ活動を

多彩なメディアを広報活動の推進に取り組む。  

特に、広報媒体のテレビ、ラジオ、新聞、協会機関誌「山梨トラッ  

クニュース」、ホームページのほか、各種デジタル媒体を積極的に活 

用して総合的な広報として業界の実態を知らしめる各種ＰＲを行う 

とともに、会員にリアルタイムで有効な情報を提供する。  

また『トラックは生活と経済のライフライン』をテーマとして、「ト

ラックの日」を中心とした各種イベントにおいて、トラック輸送の重

要性を広く周知するなど、業界のイメージアップを図るための効果的

な事業を展開する。 

   

 

12．贈呈式及び新年賀詞懇談会の開催 

   平素から運送業界に各段のご高配を賜っております行政機関、関

係機関・団体と「会員各位の親睦」を深めるとともに、トラック業界

が抱えている各種諸問題や業界の社会的地位の向上を図るため、懇

談会等の意見交換の機会を設ける。 

  

13．表彰の実施 

    トラック運送事業の発展に貢献された事業主及び従事者に対して、

次のとおり表彰を行う。 

（１）功労役員への感謝状贈呈。 

（２）永年勤続役員及び優良従業員表彰。 

（３）無事故・無違反に対する表彰。 

（４）安全性優良事業所に対する表彰。 

（５）優良運行管理者、優良整備管理者に対する表彰。 

 


